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平成２５年第３回定例会一般質問通告書順 

 

日付 順番 議  員  名 会  派  名 

９ 

月 

10 

日 

１ 中 川   弘 誠 和 会 

２ 加 藤 啓 子 市 民 ク ラ ブ 

３ 青 野   直 流 政 会 

４ 藤 井  俊 行 市 民 ク ラ ブ 

５ 伊 藤   實 誠   和   会 

９ 

月 

11 

日 

６ 西 川 誠 之 市 民 ク ラ ブ 

７ 田 中 人 実 公 明 党 

８ 酒 井 睦 夫 市 民 ク ラ ブ 

９ 楠 山 栄 子 市 民 ク ラ ブ 

１０ 阿 部 治 正  

９ 

月 

12 

日 

１１ 乾   紳一郎 日 本 共 産 党 

１２ 小田桐   仙 日 本 共 産 党 

１３ 植 田 和 子 日 本 共 産 党 

１４ 徳 増  記代子 日 本 共 産 党 

１５ 森   亮 二 流 政 会 

９ 

月 

13 

日 

１６ 斉 藤 真 理 公 明 党 

１７   

１８   

１９   

２０   



 

通告番号１番 

 質問者１６番 中 川   弘 

質 問 事 項 要      旨 
１ 共助による地域の支

えあいへの取組みにつ
いて問う 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 昨年新たな姉妹都市

となった石川県能登町
との今後の市民交流に
ついて問う 

 
 
 
 
 
 
 
３ 小中併設校建設費圧
縮と既存校との格差是
正について問う 

 

（１）民間奉仕者により構成される民生委員制度は共助の典型的
な仕組みの一つであるが、この制度が生まれた終戦直後と比
べ社会情勢が大きく変化している。「社会福祉の増進に熱意」
だけで民生委員を務めることは現在では極めて困難であり、
行政からの活動の支援は不可欠なものと考える。よって、以
下について問う。 

ア 民生委員の身分はどのようなものか。 
イ 民生委員に対する費用弁償はあるのか。 
ウ 民生委員はどのように選出されているか。 
エ 民生委員の主な職務は何か。 
オ 民生委員の活動に必要な行政からの情報は適切に提供され
ていると考えているか。 

（２）新たな共助として当局が導入を進めている地域見守りネッ
トワークであるが既にいくつかの問題を抱えていると仄聞す
る。よって、以下について問う。 

ア 適切な最少構成単位をどの様に認識しているか。 
イ 地域の基礎的コミュニティである自治会との関係をどの様
に位置付けているか。 

ウ 対象者をどの様に把握し、提供しているのか。 
 

（１）姉妹都市盟約以前より、双方の教育委員会レベルで小学生
の交流が行われ当市では「能登町へ行く自然体験ツアー」が
毎年募集されているが、その参加者数は減少傾向であり、「絆」
を深めるためにも何らかの対応が必要と思慮する。よって、
以下について問う。 

ア 相馬市、信濃町とはどの様な市民交流が行われているか。 
イ 友好姉妹都市をＰＲするためにどの様な事業を行っている
のか。 

ウ 教育委員会として交流活発化に向けどの様な取組みが必要
と考えているか。 

 
（１）本年第１回定例会予算審査特別委員会に於いてその奇抜な

デザインによる巨額な建設費が問題となり、市長は小中併設
校建設費圧縮の検討を約束したにも関わらずその結果は提示
されないままである。単なる事業の先送りでない建設費圧縮
のための対策とその具体的成果について改めて問う。 

（２）本年第２回定例会の私の一般質問で格差是正に向けた当局
の取組みを尋ねたが量的格差が質的格差につながることが避
けられないことが改めて明らかとなった。格差是正は当局の
義務であるとの立場から、以下について問う。 

ア 児童・生徒の一人当たり面積が最も狭いワースト３の小中
学校はどこか。又、その数値は小中併設校のピーク時と比較
してどの程度の差があるのか。 

イ これらワースト３の状況改善のための具体策の検討状況は
どうなっているか。 

ウ 老朽化対策のための専門的調査の進捗状況はどうなってい
るか。  



 

通告番号２ 番 

 質問者４番 加 藤 啓 子 

質 問 事 項 要      旨 

１ 市政における市民参

加のすすめ方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学童クラブの現状に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 高齢者施策について  

   

 

 

 

 

  

（１）市民参加条例制定前と制定後で執行部側からの市民参加へ

の働きかけは具体的に何か変わってきているか。 

（２）第３条に「市民参加は、すべての市民等にその機会を保障

し、政策形成のできるだけ早い時期から行われなければなり

ません」とあるが、予算も設計も決めた後に市民の意見を聞

く、パブリックコメントで予算や設計内容までの変更は難し

いと考えるが、予算や設計内容にも市民参加を促すとしたら

どの市民参加手法をどのタイミングで行うことになるか。 

（３）市民参加の種類の選択についてはどう決めているのか。 

（４）第４条に「市は、市民等が参加しやすい市民参加の機会を

積極的かつ公平に提供しなければなりません。」とある。 

ア 若い世代の市民参加をどう進めているか。また、今後はど

う進めていくのか。 

イ 浦安市の市民活動センターで導入している「若者のための

夏休みボランティア」の導入の可能性について 

ウ 藤沢市で導入している、「市民電子会議室」導入の可能性

について 

 

（１）学童クラブの現在の待機児童数及び今後の推移予測とその

対策について、子ども家庭部と学校教育部の連携をどのよう

に計画しているか。 

（２）子どもたちを含めた学童利用者の意見や働きたい親の意見

やニーズの把握をどのように行っているか。 

（３）向小金小学校の学童クラブ「たけの子ルーム」について 

ア 過去にどんな意見が上がっているか。 

イ 道路の拡幅予定があるが、たけの子ルームは計画にはどう

絡んでくるのか。工事中の安全面を含め、土木部、学校教育

部、子ども家庭部等の調整はどこが主導しどう行っていくの

か。 

（４）平成２７年度子ども・子育て支援法の施行により学    

童保育の在り方は変わっていくと思われるが現時点で      

は流山市としてどんな準備をしているのか。 

 

（１）高齢者の見守り対策について 

ア 流山市の見守りネットワークの普及状況について 

イ 自治会の見守りと民生委員の見守りについての見守る側、

見守られる側の内容の違いについて 

（２）有償のボランティアと無償のボランティアの現状について 

（３）緊急通報システムについて 

ア 現状の利用者数とその分析について 

イ 医療機関からの「あんしん電話」の導入の可能性について 



 

通告番号３ 番 

 質問者２３番 青 野   直 

質 問 事 項 要      旨 

１ 南部地域の諸課題

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 障がい児の支援策

について 

（１）流山小学校をはじめ、流山北小学校、鰭ヶ崎小学校、

南流山小学校の児童数の推移と南部中学校、南流山中学

校生徒数の推移と施設規模等の環境整備について問う。 

（２）都市計画道路３・３・２号線の西平井鰭ヶ崎地区区画

整理地内の進捗と白井県道までの工事予定と住民対応

について問う。 

（３）流山本町界隈の交通安全対策と流山８丁目交差点内に

おける横断歩道等の安全対策について問う。 

（４）江戸川河川敷の四季折々の景観確保と草刈り等につい

て、国に働きかけていただきたいと考えるがどうか。 

 

（１）安心して子どもが健やかに生まれ育てる環境づくりに

むけた統合保育の受け入れ体制について問う。 

（２）障がい児の支援策として、本市総合計画・中期実施計

画につばさ学園改修事業が位置付けられている。今後の

改修計画はどのようになっているのか。また、改修計画

に合わせた障がい児支援策等について問う。 

 



 

通告番号４番 

 質問者１５番 藤 井 俊 行 

質 問 事 項 要      旨 

１ 街づくり委員会に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 都市計画道路３・

５・２２号東深井市野

谷線について 

 

３ 道路の安全や美化

について 

 

 

 

４ ちば市民協働レポ

ート実証実験をどの

ように捉えているの

か 

 

（１）市民側への支援の強化をどのように考えているのか。 

ア 専門家の派遣や調停時の代理人の出席も可能にして

いくべきではないか。また、委員会で専門家が住民側で

発言できるようにしていくべきではないか。 

イ 委員会開催日時を住民に考慮して、土日開催や夕方開

催等の工夫が必要ではないか。 

ウ 市民への周知をどのように考えて行ってきたのか。 

（２）流山市のまちづくりはどうあるべきと考えているの

か。また、委員会委員への周知や意見交換等はどのよう

に行ってきたのか。 

 

（１）速度規制を統一していくべきではないか。 

（２）渋滞解消のため、主従関係等により信号機周期を変更

するよう、地元警察署へ要請するべきではないか。 

 

（１）歩道等の雑草が多く、安全な歩行や美観を損ねている

が対策は考えているのか。 

（２）隣接する山林や空き地から雑草や枯葉が大量にはみ出

している現状をどのように対応していくのか。 

 

（１）千葉市では市民による携帯アプリを活用した問題箇所

を通報するシステムを試行的に行っているが、本市でも

導入を考えてみてはどうか。 

 

 

 

 



 

通告番号５番 

 質問者２６番 伊 藤   實 

質 問 事 項 要      旨 

１ 市長の政治姿勢に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 流山市農業振興基

本指針の見直しにつ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

３ 採択された請願書

や陳情書の意義につ

いて 

 

 

（１）平成２５年度主要事業についての内、以下のことにつ

いて問う。 

ア １節、都市基盤の整備、ぐりーんバス運行事業につい

て問う。 

イ ２節、生活環境の整備、ヘリポート用誘導灯整備事業

について問う。 

ウ ３節、教育・文化の充実向上、小中一貫教育推進事業

について問う。 

エ ４節、市民福祉の充実、送迎保育ステーション事業に

ついて問う。 

オ ５節、産業の振興、農業生産法人設立支援事業につい

て問う。 

（２）平成２６年度の施政方針について問う。 

 

（１）平成１９年１０月に策定された現指針での成果をどの

ように考えているのか問う。 

（２）新しく見直される政策的根拠は何か問う。 

（３）現指針の中で、目まぐるしく整備方針が変貌している

「新川耕地有効活用計画」は、どのように位置づけよう

としているのか問う。 

ア 計画が進んでいると思われる「第２物流センター」の

位置づけについて問う。 

イ 「新川耕地スポーツフィールド」について問う。 

 

（１）市議会の本会議において採択された、請願書や陳情書

について、市長の見解を問う。 

 



 

通告番号６番 

 質問者９番 西 川 誠 之 

質 問 事 項 要      旨 

１  財政問題について

市長に問う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 監査制度について

問う 

 

 

 

 

 

 

３ 介護保険料の将来

推計値について 

 

（１）自治基本条例第２３条第５項に関し、小中学校併設校

建設事業の当初案で市税収入の２割を超える市債発行

が提案されたが、自治基本条例策定時にはかかる事態は

想定されていましたか。 

（２）平成２３年度から従来の市債発行基準…市債返済額以

内の発行となっていたのを、市債残高をその年度の一般

会計予算額以内と拡大しました。これも想定されていま

したか。 

（３）将来の財政運営上、「財政健全化条例」を制定して、

市民が望んでいる健全な財政を目指す「財政運営ガイド

ライン」とする考えはありませんか。 

（４）国が指定している財政基準値は、あくまでも最低基準

(これ以上又は以下が望ましい)と理解しています。市長

選挙の直後に４年間の財政運営の指標と目標を発表す

るというルールを作る。条例化がベストであるが、それ

の達成を目指す方が市民の理解を得る事が出来るので

はないかと考えるが如何お考えですか。 

（５）埼玉県志木市では新市長(前副市長)就任時に市の財政

について「非常事態宣言」を出されました。当市でもい

つでも「非常事態宣言」が発せられるよう環境を整えら

れたら如何ですか。 

 

（１）監査委員による一般・特別会計決算審査は、公開され

ておらず、したがって議員の傍聴もできない状況であ

る。監査委員による決算審査を傍聴できることにより、

専門知識を有する監査委員の意見や指摘等を参考にし

て、議会で行う決算審査特別委員会において市民の代表

である議員としてより深く審査できることは、市民のた

めになると考えるがどうか。 

 

（１）平成２５年６月議会の一般質問時に、高齢者人口ピー

ク時２０２５年には現在の基準月額４５９０円（年額 

５５０００円）が、私・試算で月額６３４５円とご答弁

いただきました。４０％近い増加となります。      

私・試算ということですが、計算された要素を参考まで

にお示めしいただきたい。市の負担もやはり４０％増と

なるのか。 

 



 

通告番号７番 

 質問者２７番 田 中 人 実 

質 問 事 項 要      旨 

１ 南流山駅周辺のま

ちづくりについて 

 

 

 

 

 

 

２ 子育て支援策につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 高齢者の見守り対

策について 

 

４  南部地域の諸課題

について 

  

（１）ＪＲ武蔵野線とつくばエクスプレスが交差する南流山

駅は年々乗降客が増加しているが駅周辺の商業活性化

に結びついていない。南流山駅周辺の将来像をどのよう

に描き今後具体的な開発に取り組んでいくのか。 

（２）平成２５年第１回定例会で一般質問した南流山センタ

ーと図書館南流山分館の増築についてその後どのよう

に検討されているのか。 

 

（１）木地区にマンションと戸建住宅の開発が予定されてい

る。待機児童解消のため保育所と学童保育所の今後の建

設計画について問う。 

（２）保育所の定員の増加にともなって病後児保育のニーズ

が高まっているが増設すべきと思うがどうか。 

（３）無認可保育園に子供を預けている親に対して保育料の

補助をおこなうべきと思うがどうか。 

（４）市内の無認可保育園を柏市や市川市のように認証保育

園とすべきと思うがどうか。 

 

(１）孤独死を防ぐため安否確認が容易な人感知センサー併

用型の緊急通報装置を導入すべきと思うがどうか。 

 

（１）木地区の区画整理地内の都市計画道路３・４・３５号

木流山線と南流山小学校の通学路となっている市道

８・０・０・１９号線との交差点への信号機設置の見通

しについて問う。 

（２）大字西平井５９３地先の交差点の交通安全対策につい

て問う。 

（３）金子製作所の南側に位置する法定外水路の蓋かけの見

通しについて問う。 



 

通告番号８番 

 質問者１３番 酒 井 睦 夫 

質 問 事 項 要      旨 

１ 防災対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 農業政策について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「寄付文化」の醸成に

ついて 

（１）１７５の自治会のうち、１２１自治会で「自主防災組織」

が設立されたと報告されているが、現状と今後について問う。 

ア 組織、規約、事業計画等「組織認定の基準」はあるのか。 

イ 訓練はいかなる内容で実施されているか。 

ウ 最も効果的といわれる「図上訓練」は行われているか。 

エ 防災士やセーフティリーダーなどの資格をもつボランティ

ア市民をどう活用するか。 

（２）災害発生後の対応について 

ア ＨＰ上で災害の概要がわかる仕組みはできているか。 

イ 避難所でのプライバシー保護のため「間仕切り用段ボール」

を準備してはどうか。 

ウ 備蓄倉庫から避難所への物資輸送の協力会社を予め決めて

おいてはどうか。（車両にステッカー） 

（３）小中学校へエアコン導入の時期が来ているが、「災害対応型

ＬＰガス方式」を検討しているか。 

 

（１）政府の「攻めの農業政策」にどう対応するか。 

ア 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金への対応 

イ 農地集積と農業水利施設の整備への補助金対策 

ウ ６次産業化支援事業対策 

（２）９月設立予定の「農業生産法人」はいかなる内容で、今後

どのように発展する可能性があるか。 

（３）「新鮮食味」設立から約２年をどう総括しているか。 

（４）「新鮮食味」は民間企業・ＮＰＯ法人とのコラボレーション

で次のステージに入るべきと考えるがどうか。 

 

（１）分野別に「基金」を設け、寄付を受け付けているが、全体

的に寄付を意識している市民は少ないように見受けられる。

そこで問う。 

ア 最近寄付を受けた事例としてどんなものがあるか。 

イ 市民に寄付を意識してもらうよう率直にお願いしてはどう

か。 

ウ 公共施設別に寄付要望リストを発表してはどうか。 

 



 

通告番号９番 

 質問者８番 楠 山 栄 子 

質 問 事 項 要      旨 

１ 高齢者問題につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 空き家、空き地対策

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地方自治体に移管が検討されている介護要支援サービ

スだが、地域格差が心配される。当市の要支援計画につ

いて問う。 

（２）当市高齢者人口のピークと言われる２０２５年にむけ

て、その介護体制について問う。 

ア ４月から始まった介護支援サポーター制度の進捗状

況および成果について 

イ 介護従事者の需要はますます増え、人材不足が懸念さ

れる。当市の人的医療資源、介護資源、その拡充策に

ついて問う。 

ウ 在宅医療推進において、多職種ネットワークの連携は

欠かすことができない。当市の連携支援の状況につい

て 

（３）当市の一次医療体制について問う。 

ア かかりつけ医の整備およびその充実について 

イ 高齢化に特化したリハビリテーション、精神疾患、が

ん等の当市の医療体制の現状および開業誘致について 

 

（１）市民、自治会等から空き家、空き地への対策強化を要

望する声が増える中、「国土交通省は２０１３年度中に

も、使わなくなった空き家を国と自治体で合わせて費用

の最大５分の４を支援する（日本経済新聞 ２０１３／

３／１８）」といわれている。当市の空き家・空き地管

理について問う。 

ア 流山市の空き家・空き地の現状について 

イ 管理不全の空き家問題に特化した国の各種支援制度

の活用について 

ウ 市民、自治会等との連携および権限の一部移譲につい

て 



 

通告番号１０番 

 質問者６番 阿 部 治 正 

質 問 事 項 要      旨 

１ 放射能汚染対策に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 流山市の公契約の

あり方について 

 

 

 

 

 

３ 高齢者介護施策に

ついて 

（１）流山市の放射能汚染対策の現時点での到達点をどう評

価し、またなお解消されない放射能汚染の現状をどうと

らえ、そして今後の課題についてどのように考えている

かを問う。 

（２）放射能が人の健康に及ぼす影響についてのＥＣＲＲ

（欧州放射線リスク委員会）やＩＣＲＰ（国際放射線防

護委員会）の知見への評価、また放射能汚染から子ども

を守る施策の必要性、そして健康診断・健康調査の意義

についてどう考えているかを問う。 

（３）復興庁が８月３０日に発表した原発事故子ども･被災

者支援法の基本方針案をどのように評価し、市としてど

のように対応するのかを問う。 

 

（１）流山市が１０月１日から試行を予定している「発注契

約に係る労働環境確認に関する要綱」は、これまでの発

注契約にどのような問題があったと考えるが故に実施

されることになったのかを問う。 

（２）上記要綱はどのような政策目的を持って行われる施策

なのかを問う。 

 

（１）流山市における定期巡回・随時対応型訪問介護看護サ

ービスの現状と今後の課題について問う。 



 

通告番号１１番 

 質問者２４番 乾   紳一郎 

質 問 事 項 要      旨 

１ 障害者福祉につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

２ 保健行政について 

 

 

 

３ 市長の政治姿勢に

ついて問う 

 

 

 

４ 南部地域のまちづ

くりについて 

 

（１）昨年「障害者総合支援法」が制定されたが、「基本合

意」「骨格提言」に基づき、応益負担はすみやかに廃止

し利用料を無料にするなど、制度改正が必要と考えるが

どうか。 

（２）重度障害児者医療費助成の現物給付化について 

（３）福祉手当の拡充について 

（４）視覚障害者に地デジ対応ラジオを日常生活用具として

給付できるようにすべきと考えるがどうか。 

 

（１）特定健診充実事業における、心電図検査の実施要件を

緩和し、必要な人が受けられるようにすべきではない

か。 

 

（１）流山市自治基本条例は、市長提案で「市民自治」を推

進するために制定されたが、小中併設校建設における市

長の姿勢は、「市民自治」の精神に反しているのではな

いか。 

 

（１）都市計画道路３・２・２５号線（都市軸道路）茂侶神

社から流山消防本部の事業計画が決定されたが、沿道住

民・地権者への説明と江戸川新橋建設の今後の見通しに

ついて 

（２）三輪野山地域の三輪野山雨水幹線沿い道路の交通安全

対策について 

 

 

 



 

通告番号１２ 番 

 質問者１９番 小田桐   仙 

質 問 事 項 要      旨 

１ 市長の政治姿勢に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

２ 子どもの福祉につ

いて 

 

３ 教育行政について 

 

 

 

 

 

４ 中部地域のまちづ

くりについて 

（１）青年の雇用の安定・拡大は、本市を含め日本全体の経

済や様々な社会制度の維持にとって欠かすことができ

ない課題である。しかし、ワーキングプアや非正規雇用

の拡大、就職氷河期、『ブラック企業』での深刻な就業

環境の実態も浮上するなど社会問題となっている。ジョ

ブサポートでの取り組み等、本市での施策展開や青年の

雇用に対する市長の見解を問う。 

（２）市民総合体育館の建替えについて問う。 

 

（１）子ども子育て新システムの諸課題と対応策、今後のス

ケジュール、本市の施策展開について問う。 

 

（１）小中学校普通教室へ早期にエアコンを設置すべきだが

どうか。 

（２）八木北小学校について、校舎内外装及び改修、学校美

化を含めた対策について問う。 

（３）おおたかの森地区小中学校併設校計画について問う。 

 

（１）西初石４丁目流山郵便局本局地先の交差点への信号機

設置や初石６号公園前の横断歩道設置や、側溝フタかけ

など西初石地域の住みよいまちづくりについて 



 

通告番号１３番 

 質問者２番 植 田 和 子 

質 問 事 項 要      旨 

１ 教育問題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市内産業振興につ

いて 

 

 

 

３ 生活保護行政につ

いて 

 

（１）「いじめ防止対策推進法」にもとづく市の「基本方針」

等作成状況について問う。 

 ア 子どもの命と権利を守る立場を基本にすべきだと考

えるがどうか。 

 イ 被害者、保護者の知る権利を保障すべきだと考えるが

どうか。 

 ウ 市の方針、計画作成にあたって、保護者や教職員その

他の知恵や経験などを取り入れるべきと考えるがどう

か。 

（２）江戸川台小学校等のトイレや老朽校舎・施設の前倒し

改修を求めるがどうか。 

（３）学校現場の問題や要求を把握する上で留意すべき点に

ついて問う。 

 

（１）青年や高齢者の新規「起業」支援が市内産業活性化の

ポイントの一つだと考えるがどうか。 

（２）市の実情に適した商・工・住リフォーム助成制度の創

設を求めるがどうか。 

 

（１）８月からの保護費削減問題について問う。 

 ア 実態をどう考えているか。 

 イ 受給者に対する説明は十分だと考えるか。 

 ウ 国に対して意見を述べるべきではないか。 

（２）保護申請者に対する担当職員の対応について問う。 



 

通告番号１４番 

 質問者１２番 徳 増  記代子 

質 問 事 項 要      旨 

１ 教育行政について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国民健康保険につ

いて  

 

 

 

 

３ 放射能対策につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 防犯灯について 

（１）八木南小学校の体育館の耐震改修および、プールサイ

ドの補修を急ぐべきではないか。 

（２）就学援助制度について 

ア 生活保護の扶助基準が３年間で最大１０％引き下げ

られようとしているが、それにより就学援助が受けられ

なくなる事がないよう対策を問う。 

イ 千葉県社会保障協議会での質問に対して流山市は「就

学援助制度の認定基準を生活保護基準の１．５倍でよい

のかどうか。また収入で判断するか所得で判断するのか

検討」と回答しているが、その検討内容について問う。 

ウ 就学援助費支給要綱の制定について 

 

（１）国保保険者の都道府県単位広域化はやめ、国保事業へ

の国庫負担・補助金の増額を国に要求すべきではない

か。 

（２）国保料の市民負担を軽減し、病気の早期発見、早期治

療で国保会計の健全化をはかるべきではないか。 

 

（１）東京電力福島第１原発事故後、放射能汚染水が海中に

漏れだすなど極めて深刻な事態であり、収束していな

い事は明らかである。政府に対し収束宣言の撤回を求

めるべきではないか。 

（２）流山市の放射性焼却灰が手賀沼終末処理場に一時保管

されているが、保管期限は２０１５年３月までと期限

が迫っている。今後の対策について問う。 

（３）柏市、松戸市、我孫子市では内部被ばく検査や甲状腺

検査を行っている。子どもの健康、安全を願う保護者

の願いを受け止め流山市でも実施すべきではないか。 

 

（１）防犯灯に対する流山市の理念を問う。 

（２）防犯灯の維持管理を、野田市のように市直営にする考

えはあるのか。 

（３）当面、現在の補助率を引き上げるべきではないか。 



 

通告番号１５番 

 質問者１０番 森   亮 二 

質 問 事 項 要      旨 

１ インターネット選

挙について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自治体ＣＩ（もしく

はＢＩ）戦略につい

て 

 

 

 

 

３ 交通安全対策につ

いて 

（１）平成２５年７月執行の参議院選挙におけるインターネ

ット選挙運動解禁（公職選挙法の一部を改正する法律）に

関して問う。 

ア 実施後、選挙管理委員会としての所感をお聞きしたい。

また今後の見通しについてどのように感じているかお聞

きしたい。 

イ 流山市または全国的に見られた課題として、どのよう

なものがあったか。 

ウ 平成２７年４月執行予定の流山市における地方統一選

挙に向けたインターネット選挙の普及策についての考え

を伺いたい。 

 

（１）流山市として使用しているＣＩ〈（コーポレートアイ 

デンティティ）またはＢＩ（ブランドアイデンティテ

ィ）〉について問う。 

ア 現在のＣＩ関連の基準や管理などについてどのように

なっているのか。 

イ ＣＩ関連の全体計画策定を行ってはどうか。 

 

（１）市内各所の交差点（路）などの危険箇所に関して、安

全対策の一環として隣接住宅への植栽剪定協力に関す

るルール作りを行ってはどうか。 

（２）市道２１３号線の安全対策について問う。 

ア 最近の交通量の増加など、市道２１３号線の現状の課

題についてどのように認識しているのか。 

イ 今後安全対策をどのように講じていくのか。 



 

通告番号１６番 

 質問者５番 斉 藤 真 理 

質 問 事 項 要      旨 

１ 流山市における人

口増加に伴う投票所

の新設について 

 

 

 

２ 流山市における緑

の創出について 

 

 

 

 

 

３ 都市計画道路３・

５・２２号東深井市野

谷線の交通安全対策

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今上落上流の環境

保全と安全対策につ

いて 

（１）つくばエクスプレス沿線開発の進展とともに、人口は

年々増加すると思われることから、今後の人口増加にあ

わせ、投票所の新設は必要である。平成２７年４月の統

一地方選挙に向けて、市として、どのような対策を考え

ているのか、当局の見解を問う。 

 

（１）本市においては、平成１７年から「流山市花と緑のボ

ランティア事業」を実施しており、今年で８年になる。

今後増々宅地化が進む中で、市内の緑環境の美化は、美

しい街並を維持、創出するうえでも大変重要であるが、

本事業の現状と今後の取り組みについて、当局の見解を

問う。 

 

（１）つくばエクスプレス流山おおたかの森駅高架下の信号

機設置の進捗状況について 

（２）現在、スーパーベルク横で、都市軸道路の工事を行っ

ている。全面開通には年月を要するとは思うが、スーパ

ーベルクとウエルシアを行き来する市民の安全と利便

性を考慮し、早期に信号機を設置すべきと思うがどう

か。 

（３）かねてより要望してきた流山郵便局前の信号機設置の

進捗状況について 

（４）初石１２号公園先五叉路に横断歩道を設置すべきでは

ないか。 

 

（１）今上落は、新川耕地の農業用排水路として作られた一

級河川であるが、現在その上流は運河に遮られ流れが無

いことから、草が生い茂り、溜まった水は淀み、夏には

悪臭がする時もある。今上落上流の環境保全対策につい

て、当局の見解を問う。 

（２）今上落上流は、すぐ前に民家が点在している為、安全

対策として、転落防止の柵の設置が必要と考えるが、当

局の見解を問う。 



 

 


